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記載にあたっては、裏面の記入上の注意を必ずご覧ください。

労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）職業訓練計画認定申請書
申請日

労　働　局　長　　殿

代　理　人 所在地

名称

事　業　主 所在地

名称

代表者氏名

　事務代理者） 名称

氏名

労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）に係る職業訓練計画の認定を受けたいので別紙を添付のうえ、次のとおり申請します。

氏名

（提出代行者・ 所在地

1 事業所の名称

2 事業所の所在地
電話番号

5 事業内容

産業分類 大分類 中分類

雇用保険適用事業所番号

労働保険番号

6 職業能力開発推進者名

役 職 電話番号

氏 名 E-MAIL

国・地方公共団体の補助金等の申請の有無 （名称

8 申請に関する担当者

所 属 電話番号

E-MAIL氏 名

通知書発送年月日

処　理　欄
受 理 年 月 日

起 案 年 月 日

認定(不認定)年月日

職業訓練計画認定番号



様式第１号（裏面）

【提出上の注意】

この様式は、労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）（以下「助成金」という。）のうち「人材育成支援」の支給を受けようとする場

合に、訓練計画開始の日の前日から起算して１か月前までに、次の書類を添えて事業所の所在地を管轄する労働局に提出してください。なお、

提出時点において雇入れがまだのため当該添付書類の提出が困難な場合には、訓練開始の日の前日までに当該添付書類を提出してください。

１ 職業訓練計画（様式第２号）

２ 職業訓練に関する確認書（様式第３号）

３ Off－JTの実施内容等を確認するための書類（実施主体の概要、目的、内容、実施期間、場所等のわかる書類（事前に対象者に配布したも

の等）やカリキュラム等）

４ Off-JTのうち事業内訓練を実施する場合

Off-JT担当講師の職業訓練指導員免許証（写し）や経歴書等専門的な知識・技能を有することが分かる書類

５ OJTを実施する場合

（１）OJT担当講師の経歴書

（２）OJT評価シート（様式第５号）

６ その他管轄労働局長が必要と認める書類

【記入上の注意】

１ 各欄ともこの職業訓練計画認定申請書の提出日における現況を記入してください。

２ 事業主が自ら申請を行う場合は、事業主の氏名等の記載が必要です。

３ 申請者が代理人の場合は、事業主が代理人に対し、本助成金の申請手続きについての権限を委任したことを証明する委任状を提出してくだ

さい。この場合、「代理人」の欄に代理人の氏名等の記載を行うとともに、「事業主」の欄は代理する事業主等の住所及び氏名を記載してく

ださい。

また、申請者が社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行者又は同令第16条の３に規定する事務代理者の場合は、「（提

出代行者・事務代理者）社会保険労務士」欄に申請者の氏名等を記載をするとともに、「事業主」の欄は事業主の氏名等を記載してください。

４ １欄～５欄は、訓練を実施する事業所における事項をそれぞれ記入してください。

５ ５欄は、事業内容とともに日本標準産業分類により大分類はＡ～Ｔを、中分類は01～99までの該当する記号又は数字を記入してください。

大分類は、【A農業・林業、B漁業、C鉱業・採石業・砂利採取業、D建設業、E製造業、F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸

業・郵便業、I卸売業・小売業、J金融業・保険業、K不動産業・物品賃貸業、L学術研究・専門･技術サービス業、M宿泊業・飲食サービス業、

N生活関連サービス業・娯楽業、O教育・学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業（他に分類されないもの）、S公務

（他に分類されるものを除く、T分類不能の産業】のうちから記入してください。中分類は、別紙を参照して記入してください。

６ ６欄は、事業所で選任している職業能力開発推進者（職業能力開発促進法第１２条）について記入してください。

７ ７欄は、本助成金以外で国・地方公共団体からの補助金等を受けているかどうか、もしくは、申請する予定があるかどうかについて、

「有」又は「無」のどちらかに「○」を付けてください。「有」の場合は受給している（受給する）補助金等の具体的な名称を記入してくだ

さい。なお、欄に記入しきれない場合は、別紙（様式任意）にまとめてください。

８ ８欄は、本申請に関して、労働局との質疑応答が可能な方（代理人等の場合は代理人等）を記入してください。

９ 「※処理欄」には記入しないでください。

【不支給要件】

以下のいずれかに該当する事業主に対しては、本助成金の支給を行いません。

１ 支給対象者の雇入れ日から起算してその日以前１年間において、支給対象者を雇用していた事業主との関係が、次の（１）～（３）のいず

れかに該当する場合

（１） 両者が親会社と子会社、又はその逆の関係にあること

（２） 取締役会の構成員について、両者の代表取締役が同一人物であること又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を

占めていること。

（３） その他、資本的・経済的・組織的関連性からみて両者が独立性を認められないものであること。

２ 支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていない場合（支払期日を超えて支払っていない場合であっても支給申請を行うまでに当

該賃金を支払った場合は支給対象となります。）

また、人材育成支援支給対象者の場合は訓練実施期間中の賃金を支払うことが必要です。

３ 再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者又は雇入れ日から起算して１年前の日から当該再就職の日までの間において当該職業紹介事業者

と資本的・経済的・組織的関連性のある事業主

４ 支給対象者の雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過した日までの間（以下「早期雇入れ支援基準期間」という。）に、

当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等（退職勧奨を含む。）している事業主

５ 本助成金の支給に係る事業所において、早期雇入れ支援基準期間に３人を超え、かつ雇用保険被保険者の６％に相当する数を超えた特定受

給資格者となる離職者を出した事業主

６ 事業所において、次の（１）～（３）の書類を整備、保管していない事業主

（１） 支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード又は船員法第67条に定める記録簿等の書類

（２） 支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳又は船員法第58条の

２に定める報酬支払簿

（３） 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類

【その他】

１ 管轄労働局長は、本助成金の支給に関して必要があると認めるときは、調査又は報告を求める場合がありますので、ご協力をお願いします。

なお、調査又は報告の際に求められた書類等を提出できない場合には本助成金の支給を行いません。

２ 本助成金の申請に当たって管轄労働局長に提出した書類等については、当該助成金の支給日が属する年度の翌年度の初日から起算して５年

間保管してください。

３ 偽りその他不正の手段により本助成金の支給を受けた場合は、支給した本助成金の全部又は一部を返還していただきます。返還に関しては、

受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年３％の利息を付すとともに、当該返還金額の２割に相当する額を請求します。

４ 偽りその他不正の手段によりの支給を受け、又は受けようとした事業主については、一定期間において雇用保険法に基づく助成金等の申請

ができなくなります。



　


